
報告頻度の見直しや報告の廃止を行った主な調査等について 

項目 調査等 調査等の概要 見直し前 見直し後 

１ 個人情報等漏えい等報

告 

金融分野における個人情報保護に関するガイドラ

インに基づき、金融分野における個人情報取扱事

業者に対し、個人情報の漏えい事案等が発生した

場合の報告を求めている。 

個人情報保護法の全面施行から２年が経過した平

成 19 年 10 月に、当局への報告事項等について一

般的な解釈・運用を示した「金融機関における個

人情報保護に関するＱ&Ａ」（以下、「Ｑ&Ａ」とい

う。）を公表し、個人情報の漏えい事案等が発生し

た場合の監督当局等への報告基準を示している。

今般、10 年ぶりに個人情報保護法が改正され、平

成 29 年５月に全面施行されることを踏まえてＱ&

Ａの改正を行い、報告基準の見直しも行った（平

成 29 年５月 30 日から適用）。 

①報告対象 

個人情報の漏えい

事案等が発生した

場合は、全件報告を

求めていた。 

②報告頻度 

軽微と考えられる

事案について、月次

の報告を求めてい

た。 

①報告対象 

個人情報の漏えい事案

等が発生した場合にお

いて、金融機関の責めに

帰さない事案について

は、本人の権利利益の侵

害が懸念される案件や

公表案件を除いて、原

則、報告を求めないこと

とした。 

②報告頻度 

軽微と考えられる事案

について、四半期毎の報

告に見直しを行った。 

上記①②は、平成 29 年

５月 30 日から適用開始

している。 

２ 中小企業に対する事業

再生支援の取組状況調

査 

円滑化法期限到来後、各金融機関が中小企業・小

規模事業者に対し行っている事業再生支援の状況

について、金融機関に報告を求めている。 

半期毎の報告を求

めていた。 

平成 28 年４月以降の状

況について、年次の報告

に見直しを行った。  

３ 円滑化法に基づく条件

変更先の現状調査（２

件） 

貸出条件の変更等を行った中小企業の現状及び、

地域銀行による企業の経営実態把握や支援の状況

について、地域銀行に報告を求めている。 

半期毎の報告を求

めていた。 

平成 28 年４月以降の状

況について、年次の報告

に見直しを行った。 
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項目 調査等 調査等の概要 見直し前 見直し後 

４ 資金使途別・科目別の貸

出残高等調査 

資金使途別及び科目別の貸出残高等について、地

域銀行に報告を求めている。 

半期毎の報告を求

めていた。 

平成 28 年４月以降の状

況について、年次の報告

に見直しを行った。 

５ 貸付条件の変更等の実

施状況 

平成 22 年３月期以降、金融機関は、中小企業金融

円滑化法に基づき、貸付条件の変更等の実施状況

について、当庁へ報告するとともにＨＰ等で同実

施状況を開示。当庁でも取りまとめた計数を開示。

平成 25 年３月末の同法期限到来後は、金融機関に

対し、同実施状況の自主的な報告・開示を要請。

以降、報告内容を順次簡素化し、現在は半期毎の

状況について、半期の報告を依頼。 

また、月次の同実施状況について、不定期に金融

機関へ報告を依頼。 

①半期毎に半期の

計数の報告を求め

ていた。 

②不定期に月次の

計数の報告を求め

ていた。 

平成 29 年４月以降は、

①年次で１年間の計数

報告を求め、 

②不定期の報告は求め

ないこととした。  

６ 東日本大震災以降に約

定返済停止等を行って

いる債務者数及び債権

額に係る調査 

東日本大震災の被災３県（岩手、宮城、福島）に

本支店を有する金融機関より、①約定返済一時停

止、②条件変更を行った債務者数・債権額につい

て、報告を求めている。 

半期毎の報告を求

めていた。 

平成 29 年４月以降の状

況について、年次の報告

に見直しを行った。 

７ 証券化商品調査 金融機関の証券化商品の保有状況を確認するた

め、金融機関に報告を求めている。 

半期毎の報告を求

めていた。 

平成 28年 10月以降の状

況について、報告を求め

ないこととした。 


